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船舶事故調査報告書 

 

平成２６年１１月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年５月２４日 ０２時２３分ごろ 

発生場所 沖縄県読谷
よみたん

村残波
ざ ん ぱ

岬南西方沖 

 残波岬灯台から真方位２３０°４,７００ｍ付近 

（概位 北緯２６°２４.８′ 東経１２７°４０.６′） 

事故調査の経過 平成２６年５月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 隆山
りゅうざん

丸、４９８トン 

     １４０７２８、鹿児島荷役海陸運輸株式会社 

     ７６.２０ｍ×１２.５０ｍ×６.７５ｍ、鋼 

     ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成２０年１月１６日 

Ｂ 漁船 とも丸、８.５トン 

   ＯＮ２－０７４５（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.２７ｍ（Lr）×３.４９ｍ×１.１０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３０１.５６kＷ、平成元年５月８日 

 第２９０－３４５８９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５０歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和６１年４月１０日 

   免 状 交 付 年 月 日 平成２２年６月２１日 

     免状有効期間満了日 平成２８年４月９日 

    二等航海士Ａ 男性 ５９歳 

     六級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１７年１０月２６日 

   免 状 交 付 年 月 日 平成２２年５月２４日 

     免状有効期間満了日 平成２７年１０月２５日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和６０年１２月６日 

    免許証交付日 平成２２年４月２８日 

           （平成２７年１２月５日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部船側外板に破損、プロペラ及びプロペラシャフトに曲

損、プロペラシャフトブラケット取付部に割損等 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び二等航海士Ａほか４人が乗り組み、二等航海士

Ａが単独で船橋当直に就き、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、

３海里（Ｍ）レンジとしたレーダーを作動させ、残波岬北方沖を沖縄

県那覇港に向けて針路約２１２°（真方位、以下同じ。）、速力（対地

速力、以下同じ。）約１３ノット（kn）で航行していた。 

二等航海士Ａは、操舵スタンドの後ろに立って見張りに当たり、平

成２６年５月２４日０２時１５分ごろ、残波岬西方沖１.５Ｍ付近に

おいて、手動操舵により、針路を約１８７°に転じて自動操舵に切り

替えた頃、右舷船首約５°～１０°にＢ船の白灯を認めた。 

二等航海士Ａは、Ｂ船が漂泊しているのか、どこへ向かうのか、な

どと思いながら白灯を見ていたが、Ｂ船の緑色の舷灯が見えてきたこ

とから、右舷対右舷で通過できるものと思い、針路及び速力を保持し

て航行を続けた。 

二等航海士Ａは、Ｂ船の舷灯の見え方が緑色から緑色及び紅色、次

いで紅色に変わったので、衝突の危険を感じて左舵一杯を取ったが、

０２時２３分ごろ、残波岬南西方沖において、Ａ船の船首部とＢ船の

左舷船尾部とが衝突した。 

二等航海士Ａは、衝突したときに衝撃を感じておらず、また、元の

針路に戻した後、後方を見たところ、Ｂ船の白灯が見えたので、衝突

を避けることができたものと思い、那覇港に向けて航行を続けた。 

Ａ船は、那覇港の次に入港した沖縄県運天
うんてん

港において、海上保安部

の調査を受けて船首部外板の擦過傷が発見され、Ｂ船と衝突したこと

が明らかになった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、読谷村西方沖をマスト灯、両舷

灯及び船尾灯を表示し、３Ｍレンジとしたレーダー及びＧＰＳプロッ

ターを作動させ、約１３kn の速力で自動操舵により北西進した。 

Ｂ船は、０２時１５分ごろ残波岬南南西方沖約４Ｍに到着し、船長

Ｂが自動操舵から手動操舵に切り換え、速力を約９kn に減速し、ゆっ

くり右転しながら、魚群探知機ではえ縄漁の漁場を探索し始めた。 

船長Ｂは、しばらくして右舷船首方約２ＭにＡ船のマスト灯２個を

視認したものの、那覇港に向かう船であり、左転することはないだろ

うと思って探索を続けていたが、魚群探知機の画面から顔を上げて前

方を見たところ、左舷方至近距離に黒い影を認め、衝突の危険を感じ

て機関の回転を上げたが、両船が衝突した。 

Ｂ船は、右舷側に大きく傾き、しばらく航走して復原したものの、
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船長Ｂが衝突直後、操舵室から出ようとして海に転落し、積んでいた

漁具につかまっていた。 

船長Ｂは、Ｂ船が約５分間航走して機関が停止したので、船上には

い上がり、友人に携帯電話によりえい
．．

航救助を依頼した。 

Ｂ船は、友人の漁船にえい
．．

航され、定係地の沖縄県北谷
ちゃたん

町浜川漁港

に入港した。 

（付図１ 推定航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照）

気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 東、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 二等航海士Ａは、本事故後、舷灯の見え方の変化が速かったので、

慌てて左舵を取ったが、右舵を取って避航すべきであったと思った。

 船長Ｂは、漁具につかまった際、釣針が手に刺さり負傷した。 

 船長Ｂは、救命胴衣をＢ船に積み込んでいたが、着用する余裕がな

かった。 

 Ａ船は、１週間に１回、那覇港に入港する定期船であり、二等航海

士Ａが船橋当直中に航行する海域は、毎航海ほぼ同じであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、残波岬南西方沖を南進中、二等航海士ＡがＢ船の緑色の舷

灯を認め、右舷対右舷で通過できるものと思い、針路及び速力を保持

して航行したことから、舷灯の見え方が緑色から緑色及び紅色、次い

で紅色に変わったので、衝突の危険を感じて左舵を取ったものの、Ｂ

船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、残波岬南西方沖を右転しながら航行中、船長ＢがＡ船のマ

スト灯２個を認めていたものの、Ａ船が左転することはないと思い、

魚群探知機で魚影を探していたことから、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

原因 本事故は、夜間、残波岬南西方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船が

右転しながら航行中、二等航海士ＡがＢ船と右舷対右舷で通過できる

ものと思い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Ｂが魚群探

知機で魚影を探していたため、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・海上衝突予防法の航法規定に基づいて衝突を避ける動作をとること。

・接近するおそれがある他船を視認した場合、継続して動静を監視

すること。 

・常時適切な見張りを行うこと。 
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                付図１ 推定航行経路図 
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Ｂ船

読谷村 

０２時１５分ごろ 

浜川漁港

  事故発生場所 

（平成２６年５月２４日

０２時２３分ごろ発生） 
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   付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

(時:分:秒) 

船 位（北緯、東経） 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

02:21:41 26-25-10.6 127-40-37.9 187    188 12.7 

02:21:52 26-25-08.3 127-40-37.5 187    188 12.6 

02:22:01 26-25-06.4 127-40-37.1 186    189 12.7 

02:22:11 26-25-04.3 127-40-36.8 186    188 12.6 

02:22:32 26-24-59.9 127-40-36.6 181    188 12.6 

02:22:41 26-24-58.0 127-40-35.8 180    186 12.5 

02:22:52 26-24-55.7 127-40-35.7 176    184 12.5 

02:23:01 26-24-53.8 127-40-35.7 172    182 12.4 

02:23:12 26-24-51.6 127-40-35.7 157    179 12.2 

02:23:16 26-24-50.8 127-40-35.8 149    178 12.0 

02:23:21 26-24-49.9 127-40-36.2 142    172 11.6 

02:23:26 26-24-49.2 127-40-36.7 143    163 11.0 

02:23:32 26-24-48.3 127-40-37.5 151    153 10.6 

02:23:34 26-24-48.1 127-40-37.7 154    151 10.5 

02:23:41 26-24-47.1 127-40-38.5 168    146 10.5 

02:23:49 26-24-45.8 127-40-39.1 178    152 10.2 

02:23:58 26-24-44.5 127-40-39.2 178    164 9.8 

02:24:02 26-24-43.7 127-40-39.2 178    170 9.8 

02:24:09 26-24-42.5 127-40-39.3 180    174 10.0 

02:24:19 26-24-40.7 127-40-39.2 181    178 10.3 

02:24:21 26-24-40.3 127-40-39.2 181    179 10.3 

02:24:32 26-24-38.3 127-40-39.2 184    180 10.7 

02:24:52 26-24-34.6 127-40-38.7 189    186 11.1 

      （注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 


